
１００５円に
１０月１日（火）改定

ここに
⼆次元

バーコード

茨城県の最低賃金は

発⾏

１⼈で悩まないで！
困ったことがあったら、まずは相談してください。
＜働く者の相談センター＞
 ☎：０２９−２９２−６６９５

茨城県労働組合総連合（茨城労連） �029-219-1031
 ibaro＠mc.ejnet.ne.jp

お問い合わせ

日本の最低賃金の問題点

①最低賃金の金額が低すぎます。

②全国一律制度でないため、地域間

　格差が拡大しています。

③労働者が他県に流出し、人手不足

　が深刻化しています。

④中小企業支援が貧弱なため、中小

　企業が耐えられない状況になって

　います。

最低賃金が上がるとどうなるの？

・茨城県内で働くすべての⼈が対象です。 まだまだスタートライン

・10/１以降、時給1,005円未満は法律違反
 です。

・差額が⽣じた場合、後⽇差額分を請求でき
 ます。

・⽉給174,644円（1,005円×178.3時間）
 以下の場合、最低賃⾦以下になります。

＜今後も続けます＞

・地元国会議員との懇談

・市町村議会への要請書提出
・審議会への傍聴、意⾒書提出など

・連合茨城との懇談

物価⾼騰から暮らしを守るため、全国⼀律1500円の実現が必要です！

〒311-3121 東茨城郡茨城町⾕⽥部295



①全国一律性を実現し、地域間格差を解消して他県への労働者流出を食い止める。

②最低賃金額を決定する3つの要素から「事業所の支払い能力」を削除する。

③最低賃金額は、地方（各都道府県）ではなく、中央最低賃金審議会で決定する。

④中小企業支援を充実させるため、中小企業支援を国の義務として明記する。

法律を変えて、全国⼀律1500円を実現しよう！

　　最低賃金は

　時間給者だけの問題じゃない！

全労連は最低賃金法の改正（４つのポイント）を提案

署
名
も
⼤
切

署
名
も
⼤
切

皆さんのご協⼒をお願いします。
①茨城県知事、茨城地⽅最審議会審議会宛に提出する最低賃⾦の署名  
 を毎年おこなっています。皆さんのご協⼒もあり、最低賃⾦の引き 
 上げに貢献しています。

②国会議員宛の署名もおこなっており、集まった署名は、直接国会議
 員へ届け、最低賃⾦法の改定へとつなげています。
  

誰もが参加できる署名は、とても⼤切な⾏動です。
皆さんと共に茨城労連は、運動を進めていきます。


